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昭和48年12月１日以降発生した事故に起因する災害の公務（地方独立行政法人

法（平成15年法律第118号）第８条第１項第５号に規定する一般地方独立行政法人

の業務を含む。以下同じ。)上外の認定については、平成15年10月１日以降、地方

公務員災害補償法施行規則(以下「施行規則」という。）によるほか、下記の基準

により取り扱うこととしたので、その処理に遺漏のないようにしてください。(第

1次改正・一部)(第5次改正・一部) 

なお、「公務上の災害の認定基準について」（昭和48年11月26日地基補第539号）

及び「「公務上の災害の認定基準について」の取扱いについて」(昭和53年11月１

日地基補第588号）については、廃止するのでご了知ください。 

記 

１ 公務上の負傷の認定 

次に掲げる場合の負傷は、原則として、公務上のものとする。ただし、(1)に

該当する場合においても、故意又は本人の素因によるもの、天災地変によるもの

（天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合及び

天災地変による 罹
り

災地への当該 罹
り

災地以外の地域から出張した場合における

ものを除く。）及び偶発的な事故によるもの（私的 怨
え ん

恨によるものを含む。）と

明らかに認められるものについては、この限りでない。 

(1) 次に掲げる場合に発生した負傷 

ア 通常又は臨時に割り当てられた職務（地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第39条の規定による研修(一般地方独立行政法人にあっては、これに準

じる研修をいう。)及び同法第42条の規定による職員の保健のための健康診

断(一般地方独立行政法人にあっては、これに準じる健康診断をいう。)の

受診を含む。)を遂行している場合（出張の期間中の場合を除く。）(第1次改



正・一部) 

イ 職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為（公務達成のための善

意による行為を含む。）を行っている場合 

ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後

始末行為を行っている場合 

エ 勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を

行っている場合 

オ 非常災害時において勤務場所又はその附属施設（公務運営上の必要によ

り入居が義務づけられている宿舎を含む。）を防護する行為を行っている場

合 

カ 出張又は赴任の期間中である場合（次に掲げる場合を除く。） 

(ｱ) 合理的な経路又は方法によらない順路にある場合 

(ｲ) (ｱ)に該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき 

(ｳ) 出張先の宿泊施設が地方公務員災害補償法第２条第２項に規定する住

居としての性格を有するに至った場合において、当該宿泊施設内にある

とき又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき 

キ 次に掲げる出勤又は退勤（住居（(ｲ)の場合にあっては、職員の居場所を

含む。）又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。）

の途上にある場合（合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若

しくは早退の状態にある場合を除く。） 

(ｱ) 公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤するこ

とを強制されている場合の出勤又は退勤の途上 

(ｲ) 突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ

出勤することを命ぜられた場合の出勤又は当該退勤の途上 

(ｳ) 午後10時から翌日の午前７時30分までの間に開始する勤務につくこと

を命ぜられた場合の出勤の途上 

(ｴ) 午後10時から翌日の午前５時までの間に勤務が終了した場合の退勤の

途上 

(ｵ) 宿日直勤務を命ぜられ、直接当該勤務につくため出勤し、又は当該勤

務を終了して退勤する場合の出勤又は退勤の途上 



(ｶ) 引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の退勤の途上 

(ｷ) 地方公務員法第24条第５項の規定に基づく条例に規定する勤務を要し

ない日及びこれに相当する日（地方独立行政法人（地方独立行政法人法

第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）にあって

は、地方独立行政法人が定める勤務を要しない日及びこれに相当する日

をいう。以下「勤務を要しない日」という。）に特に勤務することを命ぜ

られた場合の出勤又は退勤の途上(第1次改正・一部)(第4次改正・一部) 

(ｸ) 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日に特に勤

務することを命ぜられた場合（交替制勤務者等でその日に当然に勤務す

ることとなっている場合を除く。）の出勤又は退勤の途上 

(ｹ) 勤務を要しない日とされていた日に勤務時間の割振りが変更されたこ

とにより勤務することとなった場合（交替制勤務者等にあっては、その

日前１週間以内に変更された場合に限る。）の出勤又は退勤の途上 

(ｺ) (ｱ)から(ｹ)までに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出

勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上 

ク 地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者（地方独立行政法人にあっ

ては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。）が計画し、実施したレ

クリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合

若しくは職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例

により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同

して行ったレクリエーションに参加している場合（２以上の任命権者が共

同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参

加している場合を含む｡）その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリ

エーションに参加している場合(第1次改正・一部) 

(2) 次に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不

完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと

認められるもの（(1)のアからカまでに該当する場合のものを除く。） 

ア 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合

において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき（(1)のキの(ｱ)に該当する

場合を除く。） 



イ 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合 

ウ 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場

合 

(3) 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎において、当該宿

舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷 

(4) 職務の遂行に伴う
えん

怨恨によって発生した負傷 

(5) 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷 

(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生し

たことが明らかな負傷 

２  公務上の疾病の認定 

(1) 施行規則別表第１第１号に該当する疾病は、次に掲げる場合の疾病とする。 

ア 負傷した当時、何ら疾病の素因を有していなかった者が、その負傷によっ

て発病した場合 

イ 負傷した当時、疾病の素因はあったが発病する程度でなかった者が、そ

の負傷により、その素因が刺激されて発病した場合 

ウ 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であった者

が、その負傷により、発病の時期を著しく早めた場合 

エ 負傷した当時、既に発病していた者が、その負傷により、その疾病を著

しく増悪した場合 

(2) 施行規則別表第１第２号から第９号までに掲げる疾病の取扱いについては、

次によるものとする。(第2次改正・一部) 

ア 施行規則別表第１第２号から第９号まで（同表第２号の13、第３号の５、

第４号の９、第６号の５及び第７号の17を除く。）に掲げる疾病は、当該疾

病に係る同表の業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因に

なるのに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上当該原因によっ

て生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務上の

ものとして取り扱うものとする。(第2次改正・一部)(第3次改正・一部)(第6次改正・一

部) 

イ 施行規則別表第１第２号から第４号まで及び第６号から第８号までに掲

げる「これらに付随する疾病」並びに同表第９号に掲げる「これに付随す



る疾病」とは、それぞれ当該各号の疾病に引き続いて発生した続発性の疾

病その他当該各号の疾病との間に相当因果関係が認められる疾病をいう。

(第2次改正・一部) 

なお、同表第３号の「これらに付随する疾病」には、同号の３の手指、

前腕等の運動器障害に付随して起こる粘液のうの疾患が含まれるものとす

る。 

ウ 施行規則別表第１第２号の５の「基金の定める電離放射線」とは、次に

掲げる粒子線又は電磁波をいう。 

(ｱ) アルファ線、重陽子線及び陽子線 

(ｲ) ベータ線及び電子線 

(ｳ) 中性子線 

(ｴ) ガンマ線及びエックス線 

エ 施行規則別表第１第２号の８の「熱中症」には、日射病及び熱射病が含

まれる。 

オ 暑熱な場所における業務に従事したために生じた心臓肥大、寒冷な場所

における業務に従事したために生じた関節炎及びじん炎並びに坑内その他

の暗所における業務に従事したために生じた眼球震とう症は、施行規則別

表第１第２号の13に該当する疾病として取り扱うものとする。 

カ 施行規則別表第１第４号の１の「基金の定める単体たる化学物質又は化

合物（合金を含む。）」は、別表の左の欄に掲げる単体たる化学物質又は化

合物とし、同号の１の「基金の定めるもの」は、同欄に掲げる単体たる化

学物質又は化合物に応じ、それぞれ同表の右の欄に掲げる症状又は障害を

主たる症状又は障害とする疾病とする。 

キ 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた

気管支又は肺の疾患は、施行規則別表第１第４号の９に該当する疾病とし

て取り扱うものとする。(第2次改正・一部) 

ク  施行規則別表第１第５号の「基金の定めるじん肺の合併症」は、じん肺

と合併した次に掲げる疾病とする。 

(ｱ) 肺結核 

(ｲ) 結核性胸膜炎 



(ｳ) 続発性気管支炎 

(ｴ) 続発性気管支拡張症 

(ｵ) 続発性気胸 

(ｶ) 原発性肺がん 

(3) 次に掲げる疾病は、施行規則別表第１第10号に該当する疾病とする。(第2

次改正・一部) 

ア 伝染病又は風土病に 罹
り

患する虞のある地域に出張した場合における当

該伝染病又は風土病 

イ 健康管理上の必要により任命権者が執った措置（予防注射及び予防接種

を含む。）により発生した疾病 

ウ 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎の不完全又は管

理上の不注意により発生した疾病 

エ 次に掲げる場合に発生した疾病で、勤務場所又はその附属施設の不完全

又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由により発生した

もの 

(ｱ) 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場

合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき 

(ｲ) 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場

合 

(ｳ) 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している

場合 

オ 職務の遂行に伴う
えん

怨恨によって発生した疾病 

カ 所属部局の提供する飲食物による食中毒 

キ アからカまでに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生し

たことが明らかな疾病 

３ 公務上の障害又は死亡の認定 

 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害又

は死亡は、公務上のものとする。 

 

別表(第3次改正・一部、第7次改正・一部) 



単体たる化学物質及び化合物 症状又は障害 

無機の酸及びア

ルカリ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンモニア 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

塩酸（塩化水素を含む。） 

 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょ

く 

過酸化水素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

臭化水素 気道障害 

硝酸 

 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょ

く 

水酸化カリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

水酸化カルシウム 皮膚障害又は前眼部障害 

水酸化ナトリウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

水酸化リチウム 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

ふっ化水素酸（ふっ化水素を含

む。以下同じ。） 

皮膚障害、低カルシウム血症、前眼部障害、気道・肺

障害又は組織え死 

ペルオキソ二硫酸アンモニウ

ム 

皮膚障害又は気道障害 

ペルオキソ二硫酸カリウム 皮膚障害又は気道障害 

硫酸 

 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょ

く 

金属（セレン及 

びひ素を含む｡) 

及びその化合物 

 

 

 

 

 

 

 

亜鉛等の金属ヒューム 金属熱 

アルキル水銀化合物（アルキル

基がメチル基又はエチル基で

ある物に限る。以下同じ。） 

四肢末端若しくは口囲の知覚障害、視覚障害、運動失

調、平衡障害、構語障害又は聴力障害 

 

アンチモン及びその化合物 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害、心筋障害又は胃腸障害 

インジウム及びその化合物 肺障害 

塩化亜鉛 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

塩化白金酸及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

カドミウム及びその化合物 気道・肺障害、腎障害又は骨軟化 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クロム及びその化合物 皮膚障害、気道・肺障害、鼻中隔せん孔又は嗅覚障害 

コバルト及びその化合物 皮膚障害又は気道・肺障害 

四アルキル鉛化合物 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又はせん妄、幻覚

等の精神障害 

水銀及びその化合物（アルキル

水銀化合物を除く。） 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、振せん、歩行障

害等の神経障害、焦燥感、記憶減退、不眠等の精神障

害、口くう粘膜障害又は腎障害 

セレン及びその化合物 

（セレン化水素を除く。） 

皮膚障害（そう床炎を含む。）、前眼部障害、気道・

肺障害又は肝障害 

セレン化水素 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は

気道・肺障害 

タリウム及びその化合物 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害又は末

しょう神経障害 

鉛及びその化合物（四アルキル

鉛化合物を除く。） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、造血器障害、末

しょう神経障害又はせん痛、便秘等の胃腸障害 

ニッケル及びその化合物（ニッ

ケルカルボニルを除く。） 

皮膚障害 

 

ニッケルカルボニル 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は気道・肺障害 

バナジウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

ひ化水素 血色素尿、黄だん、溶血性貧血又は腎障害 

ひ素及びその化合物（ひ化水素

を除く。） 

皮膚障害、気道障害、鼻中隔せん孔、末しょう神経障

害又は肝障害 

ブチルすず 皮膚障害又は肝障害 

ベリリウム及びその化合物 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

マンガン及びその化合物 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は言語障害、歩

行障害、振せん等の神経障害 

 ロジウム及びその化合物 皮膚障害又は気道障害 

ハロゲン及びそ 

の無機化合物 

塩素 

 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は歯牙酸しょ

く 



 

 

 

 

 

臭素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

二酸化塩素 気道障害 

ふっ素及びその無機化合物 

（ふっ化水素酸を除く。） 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は骨硬化 

 

よう素 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

りん、硫黄、 

酸素、窒素及び 

炭素並びにこれ 

らの無機化合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アジ化ナトリウム 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、血

圧降下又は気道障害 

一酸化炭素 

 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、こん睡等の意識

障害、記憶減退、性格変化、失見当識、幻覚、せん妄

等の精神障害又は運動失調、視覚障害、色視野障害、

前庭機能障害等の神経障害 

黄りん 歯痛、皮膚障害、肝障害又は顎骨え死 

カルシウムシアナミド 

 

皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は不整脈、血圧降

下等の循環器障害 

シアン化水素、シアン化ナトリ

ウム等のシアン化合物 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、呼吸困難、呼吸

停止、意識喪失又はけいれん 

二亜硫酸ナトリウム 皮膚障害又は気道障害 

二酸化硫黄 前眼部障害又は気道・肺障害 

二酸化窒素 前眼部障害又は気道・肺障害 

二硫化炭素 

 

せん妄、そう鬱等の精神障害、意識障害、末しょう神

経障害又は網膜変化を伴う脳血管障害若しくは腎障

害 

ヒドラジン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害又は気道障害 

ホスゲン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害又は気道・肺障害 

ホスフィン 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は気道・肺障害 

硫化水素 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、気

道・肺障害又は呼吸中枢機能停止 



脂肪

族化

合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

脂肪族炭 

化水素及 

びそのハ

ロゲン化

合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩化ビニル 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢

神経系抑制、レイノー現象、指端骨溶解又は門脈圧こ

う進 

塩化メチル 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又

は肝障害 

クロロプレン 

 

中枢神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障

害 

クロロホルム 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

又は肝障害 

四塩化炭素 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

又は肝障害 

１・２－ジクロルエタン 

（別名二塩化エチレン） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

、前眼部障害、気道・肺障害又は肝障害 

１・２－ジクロルエチレン 

（別名二塩化アセチレン） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑

制 

ジクロルメタン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

、前眼部障害又は気道・肺障害 

２・２－ジクロロ－１・１・１

－トリフルオロエタン 

肝障害 

 

臭化エチル 中枢神経系抑制又は気道・肺障害 

臭化メチル 

 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、気道

・肺障害、視覚障害、言語障害、協調運動障害、振せ

ん等の神経障害、性格変化、せん妄、幻覚等の精神障

害又は意識障害 

１・１・２・２－テトラクロル

エタン（別名四塩化アセチレン

） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

又は肝障害 

テトラクロルエチレン（別名パ 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ークロルエチレン） 、前眼部障害、気道障害又は肝障害 

１・１・１－トリクロルエタン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

又は協調運動障害 

１・１・２－トリクロルエタン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は

気道障害 

トリクロルエチレン 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢

神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、視神経障害

、三さ神経障害、末しょう神経障害又は肝障害 

ノルマルヘキサン 末しょう神経障害 

１－ブロモプロパン 末しょう神経障害 

２－ブロモプロパン 生殖機能障害 

よう化メチル 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

、視覚障害、言語障害、協調運動障害等の神経障害又

はせん妄、そう状態等の精神障害 

アルコー 

ル、エー 

テル、ア 

ル デ ヒ 

ド、ケト 

ン及びエ 

ステル 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクリル酸エチル 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害又は粘

膜刺激 

アクリル酸ブチル 皮膚障害 

アクロレイン 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

アセトン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑

制 

イソアミルアルコール 

（別名イソペンチルアルコー

ル） 

中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 

 

エチルエーテル 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑

制 

エチレンクロルヒドリン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害、気

道・肺障害、肝障害又は腎障害 

エチレングリコールモノメチ

ルエーテル（別名メチルセロソ

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、造血器障害、振

せん、協調運動障害、肝障害又は腎障害 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルブ）  

２・３－エポキシプロピル＝フ

ェニルエーテル 

皮膚障害 

 

グルタルアルデヒド 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

酢酸アミル 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 

酢酸エチル 前眼部障害又は気道障害 

酢酸ブチル 前眼部障害又は気道障害 

酢酸プロピル 中枢神経系抑制、前眼部障害又は気道障害 

酢酸メチル 中枢神経系抑制、視神経障害又は気道障害 

２－シアノアクリル酸メチル 皮膚障害、気道障害又は粘膜刺激 

ニトログリコール 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は狭心症様発作 

ニトログリセリン 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は狭心症様発作 

２－ヒドロキシエチルメタク

リレート 

皮膚障害 

 

ホルムアルデヒド 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

メタクリル酸メチル 皮膚障害、気道障害又は末しょう神経障害 

メチルアルコール 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

、視神経障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

メチルブチルケトン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は末しょう神経

障害 

硫酸ジメチル 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

その他の 

脂肪族化 

合物 

 

 

 

 

 

アクリルアミド 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、協調

運動障害又は末しょう神経障害 

アクリロニトリル 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害又は気道障害 

エチレンイミン 皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は腎障害 

エチレンジアミン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

エピクロルヒドリン 皮膚障害、前眼部障害、気道障害又は肝障害 

酸化エチレン 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、中枢



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神経系抑制、前眼部障害、気道・肺障害、造血器障害

又は末しょう神経障害 

ジアゾメタン 気道・肺障害 

ジメチルアセトアミド 肝障害又は消化器障害 

ジメチルホルムアミド 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害、気道障害、肝障害又は胃腸障害 

チオグリコール酸アンモニウ

ム 

皮膚障害 

ヘキサメチレンジイソシアネ

ート 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

 

無水マレイン酸 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

脂環式化合物 

 

 

 

 

イソホロンジイソシアネート 皮膚障害又は気道障害 

シクロヘキサノール 前眼部障害又は気道障害 

シクロヘキサノン 前眼部障害又は気道障害 

ジシクロヘキシルメタン－４

・４’－ジイソシアネート 

皮膚障害 

 

芳香 

族化 

合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベンゼン 

及びその 

同族体 

 

 

 

 

 

 

 

キシレン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑

制 

スチレン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害、視覚障害、気道障害又は末しょう神経障害 

トルエン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は中枢神経系抑

制 

パラ－ｔｅｒｔ－ブチルフェ

ノール 

皮膚障害 

 

ベンゼン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、中枢神経系抑制

又は再生不良性貧血等の造血器障害 

芳香族炭 

化水素の 

ハロゲン 

塩素化ナフタリン 皮膚障害又は肝障害 

塩素化ビフェニル（別名ＰＣＢ

） 

皮膚障害又は肝障害 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化合物 ベンゼンの塩化物 

 

前眼部障害、気道障害又は肝障害 

 

芳香族化 

合物のニ 

トロ又は 

アミノ誘 

導体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アニシジン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、溶血

性貧血又はメトヘモグロビン血 

アニリン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血又は

メトヘモグロビン血 

クロルジニトロベンゼン 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 

４・４’－ジアミノジフェニル

メタン 

皮膚障害又は肝障害 

 

ジニトロフェノール 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、代謝

こう進、肝障害又は腎障害 

ジニトロベンゼン 溶血性貧血、メトヘモグロビン血又は肝障害 

ジメチルアニリン 中枢神経系抑制、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 

トリニトロトルエン（別名ＴＮ

Ｔ） 

皮膚障害、溶血性貧血、再生不良性貧血等の造血器障

害又は肝障害 

２・４・６－トリニトロフェニ

ルメチルニトロアミン（別名テ

トリル） 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

 

 

トルイジン 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 

パラ－トルエンジアミン 皮膚障害 

パラ－ニトロアニリン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血、メ

トヘモグロビン血又は肝障害 

パラ－ニトロクロルベンゼン 溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 

ニトロベンゼン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、溶血性貧血又は

メトヘモグロビン血 

パラ－フェニレンジアミン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

フェネチジン 皮膚障害、溶血性貧血又はメトヘモグロビン血 

その他の 

芳香族化 

クレゾール 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

クロルヘキシジン 皮膚障害、気道障害又はアナフィラキシー反応 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリレンジイソシアネート 

（別名ＴＤＩ） 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

 

１・５－ナフチレンジイソシア

ネート 

前眼部障害又は気道障害 

 

ビスフェノールＡ型及びＦ型

エポキシ樹脂 

皮膚障害 

 

ヒドロキノン 皮膚障害 

フェニルフェノール 皮膚障害 

フェノール（別名石炭酸） 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害又は気道・肺障害 

オルト－フタロジニトリル 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は意識喪失を伴

うけいれん 

ベンゾトリクロライド 皮膚障害又は気道障害 

無水トリメリット酸 気道・肺障害又は溶血性貧血 

無水フタル酸 皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

メチレンビスフェニルイソシ

アネート（別名ＭＤＩ） 

皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

 

４－メトキシフェノール 皮膚障害 

りん酸トリ－オルト－クレジ

ル 

末しょう神経障害 

レゾルシン 皮膚障害、前眼部障害又は気道障害 

複素環式化合物 

 

 

 

 

 

 

 

１・４－ジオキサン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、前眼部障害又は

気道・肺障害 

テトラヒドロフラン 頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は皮膚障害 

ピリジン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、皮膚障害、前眼

部障害又は気道障害 

ヘキサヒドロ－１・３・５－ト

リニトロ－１・３・５－トリア

ジン 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状又は意識喪失を伴

うけいれん 

 



農薬その他の薬 

剤の有効成分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有機りん化合物（ジチオリン酸

Ｏ－エチル＝Ｓ・Ｓ－ジフェニ

ル（別名ＥＤＤＰ）、ジチオリ

ン酸Ｏ・Ｏ－ジエチル＝Ｓ－（

２－エチルチオエチル）（別名

エチルチオメトン）、チオリン

酸Ｏ・Ｏ－ジエチル＝Ｏ－２－

イソプロピル－４－メチル－

６－ピリミジニル（別名ダイア

ジノン） 、チオリン酸Ｏ・Ｏ

－ジメチル＝Ｏ－４－ニトロ

－メタ－トリル（別名ＭＥＰ）

、チオリン酸Ｓ－ベンジル＝Ｏ

・Ｏ－ジイソプロピル（別名Ｉ

ＢＰ）、フェニルホスホノチオ

ン酸Ｏ－エチル＝Ｏ－パラ－

ニトロフェニル（別名ＥＰＮ）

、りん酸２・２－ジクロルビニ

ル＝ジメチル（別名ＤＤＶＰ）

及びりん酸パラ－メチルチオ

フェニル＝ジプロピル（別名プ

ロパホス）） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識混濁等の意

識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、

筋の線維束れん縮、けいれん等の運動神経障害又は縮

瞳、流ぜん、発汗等の自律神経障害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カーバメート系化合物（メチル

カルバミド酸オルト－セコン

ダリーブチルフェニル（別名Ｂ

ＰＭＣ）、メチルカルバミド酸

メタ－トリル（別名ＭＴＭＣ

）及びＮ－（メチルカルバモイ

ルオキシ）チオアセトイミド酸

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識混濁等の意

識障害、言語障害等の神経障害、錯乱等の精神障害、

筋の線維束れん縮、けいれん等の運動神経障害又は縮

瞳、流ぜん、発汗等の自律神経障害 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓ－メチル（別名メソミル））  

２・４－ジクロルフェニル＝パ

ラ－ニトロフェニル＝エーテ

ル（別名ＮＩＰ） 

前眼部障害 

 

 

ジチオカーバメート系化合物

（エチレンビス（ジチオカルバ

ミド酸）亜鉛（別名ジネブ）及

びエチレンビス（ジチオカルバ

ミド酸）マンガン（別名マンネ

ブ）） 

皮膚障害 

 

 

 

 

 

Ｎ－（１・１・２・２－テトラ

クロルエチルチオ）－４－シク

ロヘキセン－１・２－ジカルボ

キシミド（別名ダイホルタン） 

皮膚障害又は前眼部障害 

 

 

 

テトラメチルチウラムジスル

フィド 

皮膚障害 

 

トリクロルニトロメタン（別名

クロルピクリン） 

 

皮膚障害、前眼部障害又は気道・肺障害 

 

 

Ｎ－（トリクロロメチルチオ）

－１・２・３・６－テトラヒド

ロフタルイミド 

皮膚障害 

 

 

二塩化１・１’－ジメチル－４

・４’－ビピリジニウム（別名

パラコート） 

皮膚障害又は前眼部障害 

 

 

パラ－ニトロフェニル＝２・４

・６－トリクロルフェニル＝エ

ーテル（別名ＣＮＰ） 

前眼部障害 

 

 

ブラストサイジンＳ 前眼部障害、気道・肺障害又はおう吐、下痢等の消化



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 器障害 

６・７・８・９・10・10－ヘキ

サクロル－１・５・５ａ・６・

９・９ａ－ヘキサヒドロ－６・

９－メタノ－２・４・３－ベン

ゾジオキサチエピン３－オキ

シド（別名ベンゾエピン） 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、意識喪失等の意

識障害、失見当識等の精神障害又はけいれん等の神経

障害 

 

 

 

ペンタクロルフェノール（別名

ＰＣＰ） 

皮膚障害、前眼部障害、気道・肺障害又は代謝こう進 

 

モノフルオル酢酸ナトリウム 

 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、不整脈、血圧降

下等の循環障害、意識混濁等の意識障害、言語障害等

の神経障害又はけいれん 

硫酸ニコチン 

 

頭痛、めまい、おう吐等の自覚症状、流ぜん、呼吸困

難、意識混濁、筋の線維束れん縮又はけいれん 

備考 金属及びその化合物には、合金を含む。 

 


